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排

出

ガ

ス

対

策

型

建

設

機

械

の

普

及

促

進

に

関

す

る

規

程

平

成

１

８

年

３

月

１

７

日

国

土

交

通

省

告

示

第

３

４

８
号

国

土

交

通

大

臣

北

側

一

雄

最

終

改

正

平

成

２

４

年

３
月

２

３

日

国

土

交

通

省

告

示

第

３

１

８

号

国

土

交

通

大

臣

前

田

武

志

排

出
ガ

ス

対

策
型

建

設

機

械
の

普

及

促

進

に

関

す

る

規

程
を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

（

目

的

）

第

一

条

こ

の

告

示

は

、

建

設

機

械

の

排

出

ガ

ス

低

減

性

能

に

資

す

る

建

設

機

械
の

指

定

等
を

実

施

す

る

こ

と

に

よ

り

、

排

出

ガ

ス

対

策
型

建

設

機

械

に

対

す

る

国

民

の

関

心

と

理

解

を

深

め
、

国

民

の

選

択
を

通

じ
て

排

出

ガ

ス

低

減

性

能

の

高

い

建

設
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機

械
の

普
及

を

促

進

す

る
こ

と
を

目

的

と

す

る

。

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

告

示

に

お

い

て

「

建

設

機

械

」

と

は

、

建

設

機

械

抵

当

法

（

昭

和

二

十

九

年

法

律

第

九

十

七

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定
す

る

建

設

機

械

（

道

路

運

送

車

両

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号

）

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

自

動

車

及

び

特

定

特

殊

自

動

車

排

出

ガ

ス

の

規

制

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

五

十

一

号

）

第

二
条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定
特

殊

自
動

車
を

除

く

。

）
を

い

う

。

２

こ

の

告

示

に

お

い
て

「

排

出

ガ

ス

」

と

は

、

建

設

機

械
の

使

用

に

伴

い

発

生

す

る

一

酸

化

炭

素

、

炭

化

水

素

、
窒

素
酸

化

物

、
粒

子

状

物

質

、

黒
煙

を

い

う

。

３

こ

の

告

示

に

お

い
て

「

原

動

機
」

と

は

、

建

設

機

械

に

搭

載

さ

れ

る

原

動

機

及

び

そ

れ

と

一

体

と

し
て

搭

載

さ

れ

る

排

出

ガ

ス

の

発

散

防

止

装

置

（

道

路

運

送
車

両

法

第

二

条

第

二

項

に

規

定
す

る

自

動

車

に

搭

載

さ

れ

る

原

動

機

及

び

同
法

第
七

十

五

条
の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

型

式

に

つ

い
て

指

定
を

受

け

た

一
酸

化

炭

素

等

発

散

防

止

装

置

並

び

に

特

定

特

殊

自

動

車

排

出

ガ

ス

の

規

制

等

に

関
す

る

法

律

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

特

殊

自

動

車

に

搭
載

さ
れ

る

原

動

機

及

び

同

法

第

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

型

式
に

つ

い
て

指

定

を

受

け

た

特

定

原

動

機

を

除

く

。

）

を

い

う

。
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（

原

動

機
の

型

式

認

定

）

第

三

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

そ

の

型

式

が

同

大

臣

が

定
め

る

基

準

（

以

下

「

排

出

ガ

ス

対

策
型

原

動

機

技

術

基

準
」

と

い

う

。

）

に

適

合

し

、

か

つ

、

均

一

性

を

有

す

る

原

動

機
を

排

出

ガ

ス

対

策

型

原

動

機

と

し
て

認

定

す

る

こ

と

が
で

き

る

。

（

原

動

機

の

認

定

の

申

請

）

第

四

条

原

動

機

の

製

作
又

は

販

売

（

以

下

「

製

作

等

」

と

い

う

。

）
を

業
と

す

る

者
で

前

条
の

規

定

に

よ

る

型

式

の

認

定

（

以

下

「

型

式

認

定

」

と

い

う

。

）

を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

申

請

書

（

様

式

第

一

：

省

略

）

を

国

土

交

通

大

臣

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

申

請

者

の

氏

名

又

は

名
称

及

び

住

所

並

び

に

法

人

に

あ

っ
て

は

、

そ

の

代

表

者

の

氏

名

二

申

請

に

係

る

原

動

機
の

名

称

及

び

型

式

三

申

請

に

係

る

原

動

機
の

製

作
を

業
と

す

る

者

に

あ

っ
て

は

、

主

た

る

製

作

工

場

の

名
称

及

び

所

在

地

四

そ

の

他

必

要

な

事

項

２

前

項

の

申

請

書

に

は

、

次

に

掲

げ

る

書
面

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

申

請

に

係

る

原

動

機

の

構

造

及
び

性

能

を

記

載

し

た

書

面
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二

申

請

に

係

る

原

動

機
の

外

観

図

三

排

出

ガ

ス

対

策

型

原

動

機

技

術
基

準

に

適

合

す

る

こ

と
を

証

す

る

書

面

四

申

請

に

係

る

原

動

機

の

品

質

管

理

の

実

施

要

領

及

び

業

務

組

織
を

記

載

し

た

書
面

（

当
該

申

請

者

が

日

本

工

業

規

格

Ｑ

九

〇

〇

一

の

規

定

に

適

合

し

て

お

り

、

か

つ

、

申

請

に

係

る

原

動

機

が

前

項

第

三

号

の

主

た

る

製

作

工

場

に

お

い

て

製

作

さ

れ

て

い

る

場

合

に

お

い
て

は

、

当

該

規

定
に

適

合

し
て

い

る

こ

と

を

証

す

る

書

面

）

五

申

請

に

係

る

原

動

機

を

取

り

付

け

る

こ

と

が
で

き

る

建

設

機

械
の

範

囲

を

限

定

す

る

場

合

に

お

い
て

は

、

そ

の

範

囲

六

申

請

に

係

る

原

動

機

の

点

検

整

備

方

式

を

記

載

し

た

書

面

七

申

請

に

係

る

原

動

機
の

製

作

を

業

と

す

る

者

か

ら

当

該

原

動

機
を

購

入

す

る

契

約

を

締

結
し

て

い

る

者

に

あ

っ
て

は

、

当

該

契

約

書

の
写

し

八

そ

の

他

国

土

交

通

大

臣

が

定

め

る

書
面

３

国

土

交

通

大

臣

は

、

前

二

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、
型

式

認

定

に

関

し

必

要

が

あ

る

と

認
め

る
と

き

は

、

当

該

型

式

認

定

の

申

請

者

に

対

し

、

必

要

な

書

面

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が
で

き

る

。

（

認

定

の

通

知

）
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第

五

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

第

三

条

の

規

定

に

よ

り

認

定

し

た

排

出

ガ

ス

対

策
型

原

動

機

（

以
下

「

認

定

原

動

機
」

と

い

う

。

）

の

型

式

認

定

を

行

っ

た

と

き

は

、

当

該

型

式

認

定

の

申

請

者

に

対

し

、

速

や

か

に

そ

の

旨

を

書

面

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

（

認

定

番

号

等

の

告

示

）

第

六

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

型

式

認

定

を

し

、

又

は

そ

の

認

定

を

取

り

消

し

た

場

合

に

お

い
て

は

、

当

該

原

動

機

の

製

作

等

を

業
と

す

る

者

の

氏

名
又

は

名
称

、

当

該

原

動

機
の

名
称

及

び

型

式
並

び

に

認

定

番

号

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

２

国

土

交

通

大

臣

は

、

第

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

が
、

第

四

条

第

一

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

関
す

る
も

の
で

あ

る

場

合

に

お

い
て

は

、

そ

の

旨
を

告

示

す

る

も

の
と

す

る

。

（

変
更

の

認

定

）

第

七

条

原

動

機

の

型

式

認

定

を

受

け

た

者

は

、

第

四

条

第

二

項

各

号

（

第
四

号

及

び

第

七

号

を

除

く

。

）

に

掲

げ

る

書

面

の

記

載

事

項
に

つ

い
て

変

更

し

よ
う

と

す

る

と

き

は

、

遅

滞

な

く

国

土

交

通

大

臣

の

認

定

を

受

け

な

け

れ

ば
な

ら

な

い

。

２

第

三

条

か
ら

前

条

第

一

項

ま
で

の

規

定
は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

書

面

の

記

載

事

項
の

変

更

に

つ

い
て

準

用

す

る

。

（

変

更

の

届

出

）
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第

八

条

原

動

機

の

型

式

認

定

を

受

け

た

者

は

、

第

四

条

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

又

は

同

条

第

二

項

第

四

号

に

掲

げ

る

書

面

の

記

載

事

項

に

つ

い

て

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

様

式

第

二

（

省

略

）

に

よ

る

届

出

書

を

、

遅

滞

な

く

国

土

交

通

大

臣

に

届

け

出
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

２

原

動

機
の

型

式

認

定
を

受

け

た

者

は

、

当

該

認

定

原

動

機
の

製

作

等

を

し

な

く
な

っ

た

と
き

は

、

そ

の

時

か
ら

三

十

日

以

内

に

そ

の

旨
を

記
載

し

た

様

式

第

三

（

省

略

）

に

よ

る

届

出

書
を

、
国

土

交

通

大

臣

に

届

け

出
な

け
れ

ば

な

ら

な

い

。

（

認

定

の

取

消

し

）

第

九

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い
て

は

、

認

定

原

動

機
の

型

式

認

定
を

取

り

消

す

こ

と

が
で

き

る

。

一

認

定

原

動

機

が

排

出

ガ

ス

対

策
型

原

動

機

技

術

基

準

に

適

合
し

な

く
な

り

、
又

は

均

一

性

を

有
す

る
も

の
で

な

く
な

っ

た

と

き

。

二

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

変

更
の

認

定

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

場

合

に

お

い
て

、

そ

の

認

定

を

受

け

な

か

っ

た

と

き

。

三

不

正

の

手

段

に

よ

り

型

式

認

定
を

受
け

た

と

き

。
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四

認

定
原

動

機
の

製

作

が

中

止

さ
れ

た

場

合

に

お

い
て

、
そ

の

時

か
ら

相

当

期
間

が

経

過

し

た

と
き

。

２

第

五

条

及

び

第

六

条
の

規

定

は

、

国

土

交

通

大

臣

が

前

項

の
規

定

に

よ

る

取

消

し

を

し

た

場

合

に

つ

い
て

準

用
す

る

。

（

認

定

原

動

機
と

み

な

す

物

）

第

十

条

次

に

掲

げ

る

物

は

、

第

十

一

条

、

第

十

二

条

第

一

項

第

三

号

及

び

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い
て

は

、

認

定

原

動

機

と

み
な

す

。

一

定
格

出

力

が

十

九

キ

ロ

ワ

ッ

ト

以

上

五

百

六

十

キ

ロ

ワ

ッ

ト

未

満

の

軽

油

を

燃

料

と

す

る

原

動

機
で

あ

っ
て

、

道

路

運

送

車

両

法

の

保

安

基

準

の

細

目

を

定

め

る

告

示

（

平

成

十

四

年

国

土

交

通

省

告

示

第

六

百

十

九

号

）

第

四

十

一

条

第

一

項

第

十

五

号

、

第

二

十

号

及

び

第

二

十

一

号

並

び

に

同

条

第

二

項

第

一

号

の

基

準

に

適

合

し

、

か

つ

、

道

路

運

送

車

両

法

第

七

十

五

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

型

式

に

つ

い
て

指

定

を

受

け

た

一

酸

化

炭

素

等

発

散

防

止

装

置

二

定

格

出

力

が

十

九

キ

ロ

ワ

ッ

ト

以

上

五

百

六

十

キ

ロ

ワ

ッ

ト

未

満
の

軽
油

を

燃

料

と

す

る

原

動

機
で

あ

っ
て

、
特

定
特

殊

自

動

車

排

出

ガ

ス

の

規

制

等

に

関

す

る

法

律

第

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

型

式

指

定

を

受

け

た

特

定

原

動

機

三

定

格

出

力

が

十

九

キ

ロ

ワ

ッ

ト

以

上

五

百

六

十

キ

ロ

ワ

ッ

ト

未

満
の

軽

油

を

燃

料
と

す

る

原

動

機
で

あ

っ
て

、
特

定

特

殊

自

動

車

排

出

ガ

ス

の

規

制

等

に

関

し

て

必

要

な

事

項

を

定

め

る

告

示

（

平

成

十

八

年

三

月

二

十

八

日

経

済

産

業

省

・
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国

土

交

通

省

・

環

境

省

告

示

第

一

号

）

第

十

六

条

に

規

定

す

る

定

格

出

力

に

応

じ

て

同

等

と

み

な

す

基

準

に

該

当

す

る

原

動

機

（

建

設

機

械

の

型

式

指

定

）

第

十

一

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

そ

の

型

式

が

同

大

臣

が

定

め

る

基

準

（

以

下

「

排

出

ガ

ス

対

策

型

建

設

機
械

技

術

基

準

」

と

い

う

。

）

に

適

合

す

る

と

と

も

に

、

均

一

性

を

有

し

、

か

つ

、

認

定

原

動

機

を

搭

載

し

て

い

る

建

設

機

械

を

排

出

ガ

ス

対

策

型

建

設

機

械

と

し

て

指

定

す

る

こ

と

が
で

き

る

。

（

建

設

機

械

の

指

定

の

申

請

）

第

十

二

条

建

設

機

械

の

製

作

等

を

業

と

す

る

者
で

前

条
の

規

定

に

よ
る

型

式

の

指

定

（

以

下

「
型

式

指

定
」

と

い
う

。

）
を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

申

請

書

（

様

式

第

四

：

省

略

）

を

国

土

交

通

大

臣

に

提

出

し

な

け
れ

ば
な

ら

な

い

。

一

申

請

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

並

び

に

法

人

に

あ

っ
て

は

、

そ

の

代

表

者

の

氏

名

二

申

請

に

係

る

建

設

機

械

の

名

称

及

び

型

式

三

申

請

に

係

る

建

設

機

械

に

搭

載

し

て

い

る

認

定

原

動

機

の

型

式

及

び

認

定

番

号

（

た

だ

し

、

当

該

認

定

原

動

機

が

型

式
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認

定

の

申

請

中
で

あ

る

と

き

は

、

当

該

型

式

認

定

申

請

書

の
写

し

）

四

申

請

に

係

る

建

設

機

械

の

製

作
を

業
と

す

る

者

に

あ

っ
て

は

、

主

た

る

製

作

工

場

の

名

称

及

び

所

在

地

五

そ

の

他

必

要

な

事

項

２

前

項

の

申

請

書
に

は

、

次

に

掲

げ

る

書

面

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

申

請

に

係

る

建

設

機

械

の

構

造

、

装

置

及

び

性

能

を

記

載

し

た
書

面

二

申

請

に

係

る

建

設

機

械

の

外

観

図

及

び

写

真

三

排

出

ガ

ス

対

策

型

建

設

機

械

技

術

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

を

証

す

る

書

面

四

申

請

に

係

る

建

設

機

械

の

品

質

管

理

の

実

施

要

領

及

び

業

務

組

織

を

記

載

し

た

書

面

（

当

該

申
請

者

が

日

本

工

業

規

格

Ｑ

九

〇

〇

一

の

規

定

に

適

合

し

て

お

り

、

か

つ

、

申

請

に

係

る

建

設

機

械

が

前

項

第

四

号

の

主

た

る

製

作

工

場

に

お

い

て

製

作

さ

れ

て

い

る

場

合

に

お

い
て

は

、

当

該

規

定

に

適

合

し
て

い

る

こ

と

を

証

す

る

書
面

）

五

申

請

に

係

る

建

設

機

械
の

点

検

整

備
方

式
を

記

載

し

た
書

面

六

申

請

に

係

る

建

設

機

械
の

製

作
を

業
と

す

る

者

か
ら

当

該

建

設

機

械
を

購

入
す

る
契

約

を

締

結
し
て

い

る

者

に

あ

っ
て

は

、

当

該

契

約

書

の
写

し
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七

そ

の

他

国

土

交

通

大

臣

が

定

め

る

書
面

３

国

土

交

通

大

臣

は

、

前

二

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

型

式

指

定

に

関

し

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

型

式

指

定

の

申

請

者

に

対

し

、

必

要

な

書

面

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が
で

き

る

。

（

指

定

の

通

知

）

第

十

三

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

第

十

一

条
の

規

定

に

よ

り

指

定

し

た

排

出

ガ

ス

対

策

型

建

設

機

械

（

以

下

「

指

定

建

設

機

械

」

と

い

う

。

）

の

型

式

指

定

を

行

っ

た

と

き

は

、

当

該

型

式

指

定

の

申

請

者

に

対

し

、

速

や

か

に

そ

の

旨

を

書

面

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

（

指

定

番

号

等

の

告

示

）

第

十
四

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

型

式

指

定

を

し

、

又

は

そ

の

指

定

を

取

り

消

し

た

場

合

に

お

い
て

は

、

当

該

建

設

機

械
の

製

作

等

を

業

と

す

る

者

の

氏

名

又

は

名

称

、

当

該

建

設

機

械

の

名

称

及

び

型

式

並

び

に

指

定

番

号

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

２

国

土

交

通

大

臣

は

、

第

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ
る

届

出

が

、

第

十

二

条

第

一

項

第

一

号

又

は

第

二

号

に

関

す

る

も

の

で

あ

る

場

合

に

お

い
て

は

、

そ

の

旨
を

告
示

す

る

も

の

と

す

る

。



- 11 -

（

変

更

の

承

認

）

第

十

五

条

建

設

機

械

の

型

式

指

定

を

受

け

た

者

は

、

第
十

二

条

第

一

項

第

三

号

又

は

同

条

第

二

項

各
号

（

第

四

号

及

び

第

六

号

を

除

く

。

）

に

掲

げ

る

書

面

の

記

載

事

項

に

つ

い

て

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

遅

滞

な

く

国

土

交

通

大

臣

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

第

十

一

条

か

ら

前

条
第

一

項

ま
で

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

書
面

の

記

載

事

項

の

変

更

に

つ

い
て

準

用

す

る

。

（

変

更

の

届

出

）

第

十

六

条

建

設

機

械

の

型

式

指

定

を

受

け

た

者

は

、

第

十

二

条
第

一

項

第

一

号

、

第

二

号

若

し

く

は

第

四

号

又

は

同

条

第

二

項

第

四

号

に

掲

げ

る

書

面

の

記

載

事

項

に

つ

い

て

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

様

式

第

五

（

省

略

）

に

よ

る

届

出

書

を

、

遅
滞

な

く

国

土

交

通

大

臣

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

建

設

機

械
の

型

式

指

定
を

受

け

た

者
は

、

当

該

指

定

建

設

機

械
の

製

作
等

を

し

な

く
な

っ

た
と

き

は

、

そ

の

時

か
ら

三

十

日

以

内

に
そ

の

旨
を

記

載

し

た

様

式

第

六(

省
略)

に

よ

る

届

出

書

を

、

国

土

交

通

大

臣

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

指

定

の

取

消

し

）

第

十

七

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

指

定

建

設

機

械

に

搭

載
さ

れ
て

い

る

認

定

原

動

機

が

型

式

認

定

を

取

り

消

さ

れ

た

場

合

に

お



- 12 -

い
て

は

、
当

該

指

定

建

設

機

械
の

型

式

指

定

を

取

り

消

す

も

の

と

す

る

。

２

国

土

交

通

大

臣

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当
す

る

場

合

に

お

い
て

は

、

指

定

建

設

機

械

の
型

式

指

定
を

取

り

消

す

こ

と

が
で

き

る

。

一

指

定

建

設

機

械

が

排

出

ガ

ス

対

策

型

建

設

機

械

技

術

基

準

に

適

合

し

な

く
な

り

、
又

は

均

一

性

を

有
す

る

も
の

で

な

く

な

っ

た

と
き

。

二

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

変

更

の

承

認
を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

場

合

に

お

い
て

、

そ

の

承

認

を

受

け

な

か

っ
た

と
き

。

三

不

正

の

手

段

に

よ

り

型

式

指

定

を

受

け

た

と
き

。

四

第

十

八

条

第

一

項

た

だ

し

書
の

規

定

に

反

し
て

表
示

を

付

し

た

と
き

。

五

指

定
建

設

機

械
の

製

作

が

中

止

さ
れ

た

場

合

に

お

い
て

、

そ

の

時

か
ら

相

当

期

間

が

経

過

し

た

と

き

。

３

第

十

三

条

及

び

第

十

四

条

の

規

定

は

、

国

土

交

通

大

臣

が

前

二

項

の

規

定

に

よ

る

取

消

し

を

し

た
場

合

に

つ

い
て

準

用

す

る

。

（

指

定

建

設

機

械
の

表

示

等

）
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第

十

八

条

建

設

機

械

の

型

式

指

定

を

受

け

た

者

は

、

当

該

指

定

建

設

機

械

に

つ

い
て

、

様

式

第
七

（

省

略

）

に

よ

る

表

示

を

側

面

の

見

や

す

い

箇

所

に

付

す

る

こ

と

が
で

き

る

。

た

だ

し

、

第

十

条

第

三

号

に

規

定

す

る

原

動

機
を

搭

載

し

た

当

該

指

定

建

設

機

械

に

つ

い
て

は

、

制

作

し

た

台

数

が

各

年

度

ご

と

に

三

十
台

ま
で

、

累

計

百

台

ま
で

に

限

り

、

付

す

る
こ

と

が
で

き

る

。

２

建

設

機

械

の

型

式

指

定

を

受

け

た

者

は

、

毎

年

度

、

当

該

指

定

建

設

機

械

の

販

売

台

数

を

当

該

年

度

終

了

後

六

十

日

以

内

に

国

土

交

通

大

臣

に

報
告

す

る

も

の

と

す

る

。

附

則

（

平

成

十

八

年

三

月

十

七

日

国

土

交
通

省

告

示

三

百

四

十

八

号

）

こ

の

告

示

は

、

公
布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条
及

び

第

十

条

第

二

号

の
規

定

中
特

定
特

殊

自

動

車

排

出

ガ

ス

の

規

制

等

に

関

す

る

法

律

に

係

る

部

分

は

、

平

成

十

八

年

四

月

一

日

か
ら

施

行

す

る

。

附

則

（

平

成

二

十

四

年
三

月

二

十

三

日

国

土

交

通

省

告

示

三

百

十

八

号

）

こ

の

告
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様式第一（原動機の型式認定申請書）（第四条第一項関係）

原動機の型式認定申請書

年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住所

原動機の型式認定を受けたいので、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する

規程第四条第一項の規定により、次のとおり申請します。

１．申請に係る原動機の名称及び型式

２．主たる製作工場の名称及び所在地（原動機の製作を業とする者に限る。）

３．連絡先（所属、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス等）

４．その他必要な事項

備考

（１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

（２）用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。
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様式第二（原動機の型式認定申請書に係る記載事項変更届出書）（第八条第一項関係）

原動機の型式認定申請書に係る記載事項変更届出書

年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住所

原動機の型式認定申請書の記載事項に変更があったので、排出ガス対策型建設機

械の普及促進に関する規程第八条第一項の規定により、次のとおり届け出ます。

１．認定原動機の名称及び型式

２．認定番号

３．変更事項及び変更事由

４．変更年月日

５．連絡先（所属、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス等）

６．その他必要な事項

備考

（１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

（２）用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。
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様式第三（認定原動機に係る製作等の廃止届出書）（第八条第二項関係）

認定原動機に係る製作等の廃止届出書

年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住所

認定原動機の製作等をしなくなったため、排出ガス対策型建設機械の普及促進に

関する規程第八条第二項の規定により、次のとおり届け出ます。

１．認定原動機の名称及び型式

２．認定番号

３．廃止事由

４．廃止年月日

５．連絡先（所属、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス等）

６．その他必要な事項

備考

（１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

（２）用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。
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様式第四（建設機械の型式指定申請書）（第十二条第一項関係）

建設機械の型式指定申請書

年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住所

建設機械の型式指定を受けたいので、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関す

る規程第十二条第一項の規定により、次のとおり申請します。

１．申請に係る建設機械の名称及び型式

２．申請に係る建設機械に搭載している認定原動機の型式及び認定番号

３．主たる製作工場の名称及び所在地（建設機械の製作を業とする者に限る。）

４．連絡先（所属、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス等）

５．その他必要な事項

備考

（１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

（２）用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。
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様式第五（建設機械の型式指定申請書に係る記載事項の変更届出書）（第十六条第一項関係）

建設機械の型式指定申請書に係る記載事項の変更届出書

年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住所

建設機械の型式指定申請書の記載事項に変更があったので、排出ガス対策型建設機

械の普及促進に関する規程第十六条第一項の規定により、次のとおり届け出ます。

１．指定建設機械の名称及び型式

２．指定番号

３．変更事項及び変更事由

４．変更年月日

５．連絡先（所属、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス等）

６．その他必要な事項

備考

（１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

（２）用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。
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様式第六（指定建設機械に係る製作等の廃止届出書）（第十六条第二項関係）

指定建設機械に係る製作等の廃止届出書

年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住所

指定建設機械の製作等をしなくなったため、排出ガス対策型建設機械の普及促進

に関する規程第十六条第二項の規定により、次のとおり届け出ます。

１．指定建設機械の名称及び型式

２．指定番号

３．廃止事由

４．廃止年月日

５．連絡先（所属、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス等）

６．その他必要な事項

備考

（１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

（２）用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。
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様式第七号（第十八条関係）

備考 １ 色彩は、イの部分を淡い緑色、ロの部分を黄緑色、ハ及び二の部分を緑色、「第３

次基準値排出ガス対策型」の文字を橙色、「国土交通大臣指定」の文字及びその他の

部分を白色とする。

２ 外円の直径は 80mm以上とする。

イ

ロ

ハ

ニ


